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大和小学校保護者の皆様 

大和小学校 

校長 徳重 宏美 

校則等（大和小のきまり）の見直しについて 

 

平素から本校教育の推進にご理解ご協力をいただき，ありがとうございます。 

さて，本校をはじめ三原市の小・中学校では，１学期から校則の見直しを行ってきております。本

校では，取組を進め，性の多様性を尊重できるように，男女の区別を設けず選択できる内容にする

ため，「制服」と「ぼうし」について，次のとおりの見直しを行いました。 

本日以降，２件のことについて改正したもので取り組んでまいりますので，ご理解ご協力をお願

いいたします。なお，現在，他の内容についても検討をしており，随時，お知らせをいたします。 

 

１ 見直しの目的（市全体） 

自分たちのきまりは，自分たちで守るという民主主義の基本を身に付けながら，自ら判断し行

動できる児童を育成する。 

 

２ 本校の取組 

 ７月 ５・６年生に，入学説明会で提示する「制服，持ち物等」，生活や学習に関わる「大和小の

きまり」について，意見集約する。 

８月 教職員で検討する。大和中学校と情報交換する。 

９月 児童会役員に意見を聞き，改正案を検討する。 

９月 ＰＴＡ本部役員会議で，２件の改正について意見を聞く。 

（学校と児童会で検討した次の２件について，了承をいただきました。） 

 

３ 改正内容 

（１）制服 

 改正前 

  登校下校時，体育以外の学習時間で着用 

 男子 女子 

上衣 紺色ダブルボタンの襟なし（４，５，10～３月） 

上衣の下 白色ポロシャツ 

※冬季は，ベストやセーター着用可。着

用の時は黒・紺色が望ましい。 

白色ポロシャツ 

※冬季は，ベストやセーター着用可。着

用の時は黒・紺色が望ましい。 

ズボン，

スカート 

紺色の短いズボン（上衣と同じ生地） 

※冬季は，上衣と同じ生地の紺色の長ズ

ボン可 

紺色のスカート（上衣と同じ生地） 

※冬季は，上衣と同じ生地の紺色の長ズ

ボン可。紺・黒のタイツ可。黒（無地，

模様や飾り内，くるぶしまでの丈）の

スパッツも可。 

防寒服 冬季に上着の上に着用可。学校では制服で過ごす。 

 



改正後 ※下線・ゴシック字体部分が改正箇所 

  登校下校時，体育以外の学習時間で着用 

 全児童 

上衣 紺色ダブルボタンの襟なし 

上衣の下 白色ポロシャツ 

※冬季は，ベストやセーター着用可。着用の時は黒・紺色が望ましい。 

ズボン，

スカート 

紺色の短いズボン，長ズボン，スカート（上衣と同じ生地） 

※冬季は，スカートの場合は紺・黒のタイツ可。黒（無地，模様や飾り内，くるぶ

しまでの丈）のスパッツも可。 

防寒服等 冬季に，上着の上に着用可。学校では制服で過ごす。 

冬季の登下校に，手袋，ネックウォーマーの着用可。※下線部追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ぼうし 

 改正前 

 男女 備考 

色 黄色 ・通学の安全のため 

・入学時，大和町社会福祉協議会から贈呈されるもの 規格 キャップ型，ハット型 

 

 改正後 ※下線・ゴシック字体部分が改正箇所 

 全児童 備考 

色 黄色 ・通学の安全のため 

・入学時，大和町社会福祉協議会から贈呈される際に，

キャップ型，ハット型を選択する。 

・その後の購入も，キャップ型，ハット型を選択する。 

規格 キャップ型，ハット型 

 

 

男子・女子の区別をなくしました。 

・男子・女子の区別をなくしました。 

・冬季に限り，長ズボンを可としていましたが，１年中，可とします。 

・今年度中は，これまでと同様に，学校にスカートで登校した場合は，体操服のハーフパン

ツ，ジャージに着替えることは可とします。 

（留意点）当初から，男女の区別はありませんでしたが，入学時に男子はキャップ型，女子はハット型

をいただいていましたので，入学時に選択できるようにしました。今後の購入も，個人で選択してく

ださい。 

男子・女子の区別をなくしました。 

改正前は，（４，５，10～３月）と時期を明記しておりましたが，削除しました。現在，10月

頃の寒くなった時期に，各家庭の判断で上衣を着始めます。また，６月頃の暑くなった時期

に，各家庭の判断で上衣を脱いで登校しています。現在の方法で，保護者の方で判断していた

だき，上の制服を着始めたり脱いだりする時期を６月と 10月を目安に決めてください。 

上衣の制服を着ないで，ジャンパーなどの防寒着を着て登校させないでください。学校で

は，基本的には制服で過ごします。しかし，冬季，休憩時間にジャンパーや手袋をして外遊び

をすることは可とします。 ※これまでと同様です。 

留意点 


